
平成 23 年 4 月より適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・雨水と汚水の経路は分けてください。そのうえでそれぞれの経路の下流側で合流させ 1 箇所で 

の放流をお願いします。(汚水の浸透は NG) 

・雨水計算を伴う申請等の場合、流域を分けることで 1 路線に対して 1 箇所の放流を認めます。 

＜敷地内浸透桝の設置数＞ 

・開発面積 1,000 ㎡未満の自己用住宅の場合 

             4 箇所以上 

・共同住宅・店舗等 または 開発面積 1,000 ㎡以上の場合 

           右計算による箇所数以上 ・・・・・・ 開発面積 ÷ 400 × 4 (端数切捨て) 

            ※最終桝は数に含まない(最終桝は非浸透式でφ300 以上のもの) 

            ※雨水貯留浸透施設による浸透処理の場合を除く 

浸透桝設置平面参考図(一般住宅) 
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